
重要事項説明書 
 

指定通所介護  

介護予防・日常生活支援総合事業『第一号通所事業』 

 

  この「重要事項説明書」はサービスの提供開始にあたり、宮城県条例及び栗原市規則の規定

に基づき、当事業者が利用者に説明すべき重要事項をご説明するものです。 

 

１．事業者（法人）の概要 

事業者（法人）の名称 株式会社イークアル 

主たる事務所の所在地 〒987-2271 宮城県栗原市築館字芋埣柿木原17番地 

代表者（職名・氏名） 代表取締役 佐藤 健太郎 

設立年月日 平成26年3月3日 

電話番号 0228-25-4833 

 

２．ご利用事業所の概要 

 ご利用事業所の名称 くりはらデイサービスセンター 

サービスの種類 
指定通所介護 

栗原市介護予防・日常生活支援総合事業による通所型サービス 

事業所の所在地 987-2203 宮城県栗原市築館字下宮野町下24番1 

電話番号 0228-25-4260 

指定年月日・事業所番号 平成29年7月1日指定 0471302117 

実施単位・利用定員 1単位 定員3５人 

通常の事業の実施地域 栗原市 

 

３．事業の目的と運営の方針 

事業の目的 

要介護又は要支援状態にある利用者が、その有する能力に応じ、可能な限り

居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、生活の質の確保及

び向上を図るとともに、安心して日常生活を過ごすことができるよう、居宅

サービス又は栗原市介護予防・日常生活支援総合事業による通所型サービス

を提供することを目的とします。 

運営の方針 

事業者は、利用者の心身の状況や家庭環境等を踏まえ、介護保険法その他

関係法令及びこの契約の定めに基づき、関係する市町村や事業者、地域の

保健・医療・福祉サービス等と綿密な連携を図りながら、利用者の要介護

状態の軽減や悪化の防止、もしくは要介護状態となることの予防のため、

適切なサービスの提供に努めます。 

 

 

 



４．提供するサービスの内容 

通所介護又は栗原市介護予防・日常生活支援総合事業による通所型サービスは、事業者が設

置する事業所くりはらデイサービスセンターに通っていただき、入浴、排せつ、食事等の介護、

生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認やその他利用者に必要な日常生活上の世話及び

機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的、精神的負

担軽減を図るサービスです。 

 

５．営業日時 

営業日 
月曜日から土曜日まで（祝祭日を含む） 

年末年始12月30日から1月3日を除きます。 

営業時間  ８時３０分から１７時３０分まで 

サービス提供時間  ９時２０分から１６時３０分まで 

 

６．事業所の職員体制 

 

７．サービス提供の担当者 

 ご利用者様へのサービス提供の管理責任者（管理者）及びその担当職員（生活相談員）は下

記のとおりです。 

 サービス利用にあたり、ご不明な点やご要望などありましたら、何でもお申し出ください。 

管理者の氏名 管理者 佐藤 貴浩 

担当職員の氏名 生活相談員 押田 利恵 

 

８．利用料 

(1) 介護保険給付内サービス及び第一号事業支給対象サービス 

サービスを利用した場合の「基本利用料」は別紙料金表のとおりであり、お支払いいただく

利用者負担金は、サービス費のうち、介護保険負担割合証に記載の負担割合分となります。 

※尚、負担割合については、原則として１割負担となりますが、一定以上の所得のある方は２

割負担、現役並みの所得がある方は３割負担となります。 

(2) 介護保険給付外サービス及び第一号事業支給対象外サービス（実費負担分） 

介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合（非課税）又は、「ケアプラ

ン」「介護予防ケアマネジメント」に位置付けられていないサービスの利用を行った場合（課

税）については、それぞれの利用料の全額をご負担いただきます。 

職種 
員

数 

常勤 非常勤 備考 

専従 兼務 専従 兼務  

管理者 1  1   
生活相談員、介護職員との兼務 

 

生活相談員 2  2   
1 名管理者、介護職員と兼務 

１名介護職員と兼務 

看護職員 ２  2   
２名機能訓練指導員と兼務 

 

介護職員 10 4 ２ 4  
1 名管理者、生活相談員と兼務 

1 名生活相談員と兼務 

機能訓練指導員 ２  2   
2 名看護職員と兼務 

 



食事代、おむつ代、その他日常生活費については、実費ご請求いたします。 

ご利用負担分については、別紙料金表をご覧ください。 

 

(3) キャンセル料 

ご利用者の都合により、当日利用を中止した場合、キャンセル料として５００円を徴収いた

します。 ただし、体調不良等正当な理由がある場合は徴収いたしません。 

(4) 支払い方法 

 利用料（利用者負担分の金額）は、翌月１０日頃、１ヶ月ごとにまとめて請求しますので、

次のいずれかの方法によりお支払いください。 

支払い方法 支払い要件等 

口座引き落とし 
サービスを利用した月の翌月の26日（土日、祝休日の場合は直後の平

日）に、指定する下記の口座より引き落とします。 

現金払い サービスを利用した月の翌月の末日までに、現金でお支払いください。 

 

９．緊急時における対応方法 

サービス提供中に利用者の体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じたときは、速やかに

下記の主治医及び家族等へ連絡を行う等、必要な措置を講じます。また、主治医への連絡が

困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じます。 

主治医 

医療機関の名称 

氏名 

 

電話番号 

 

 

 

 

－     － 

緊急連絡先

（家族等） 

① 

氏名（利用者との続柄） 

 

電話番号 

             （    ） 

     

－     － 

② 

氏名（利用者との続柄） 

 

電話番号 

             （    ） 

     

－     － 

 

１０．事故発生時の対応 

(1) 利用者に対する指定通所介護および栗原市総合事業による通所型サービスの提供により事故が

発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る地域包括支援センター、介護

支援専門員等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとします。 

(2) 利用者に対する指定通所介護および栗原市総合事業による通所型サービスの提供により賠償す

べき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとします。 

 

 

 

 

 

 



１１．苦情相談窓口 

（１）サービス提供に関する苦情や相談は、当事業所の下記の窓口でお受けします。 

 

（２）サービス提供に関する苦情や相談は、下記の機関にも申し立てることができます。 

 

（３）利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等 

 

１２．非常災害対策  

事業者は、当事業所の所在する地域の環境及び利用者の特性に応じて、事象別の非常災害に

関する具体的計画として災害時対応マニュアルを策定しております。また非常災害対策を地域

とともに構築し、利用者の安心・安全を確保する取り組みに努めます。避難訓練等の実施に当

たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めます。 

 

１３．業務継続計画の策定（BCP） 

 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定通所介護事業の提供を

継続的に実施するため及び非常時の体制での早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該

業務継続計画に従い必要な措置を講じます。 

 また、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的

に実施するよう努めます。 

 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

 

１４．感染症の予防及びまん延の防止のための措置 

 事業所は、感染症が発生、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるよう努

めます。 

（１）事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を設置しお

おむね 6 月に 1 回以上開催します。その結果を、職員に周知徹底を図ります。 

（２）事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。 

（３）感染症の予防及びまん延の防止の措置を講じるための担当者を置きます。 

（４）職員に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。 

 

 

事業所相談窓口 

担 当 者 管理者 佐藤 貴浩 

受 付 日 月曜日～土曜日（年末年始を除く） 

受付時間 ８時３０分から１７時３０分 

電話番号  0228-25-4260 

面接場所 当事業所の相談室 

行政・その他苦情等受付窓口 電話番号 

栗原市市民生活部介護福祉課 0 2 2 8 - 2 2 - 1 3 5 0 

宮城県長寿社会政策課 

介護保険指導班 
0 2 2 - 2 1 1 - 2 5 5 6 

宮城県国民健康保険団体連合会      

介護保険課介護相談室 
0 2 2 - 2 2 2 - 7 7 0 0 

第三者による評価の 

実施状況 

１ あり 

実施日  

評価機関名称  

結果の開示 １ あり     ２ なし 

２ なし 



１５．虐待の防止 

 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるよう努

めます。 

（１）事業所における虐待防止のための対策を検討する委員会を設置し定期的に開催するとと

もに、その結果について、職員に周知徹底を図ります。 

（２）事業所における虐待防止のための指針を整備します。 

（３）虐待防止の措置を講じるための担当者を置きます。 

（４）職員に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施します。 

 

１６．利用にあたっての留意事項 

 サービスのご利用にあたってご留意いただきたいことは、以下のとおりです。 

（１）サービスの利用中に気分が悪くなったときは、すぐに職員にお申し出ください。 

（２）複数の利用者の方々が同時にサービスを利用するため、周りの方のご迷惑にならないよ

うお願いします。 

（３）体調や容体の急変などによりサービスを利用できなくなったときは、できる限り早めに

担当の介護支援専門員（又は地域包括支援センター）又は当事業所の担当者へご連絡くだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙料金表 

【指定通所介護】                  単位：（円） 

 

【加算・減算】 

 

【介護職員等処遇改善加算】 

 

【介護保険給付対象外サービスの利用料】 

※上記の料金は１回当たりの単位数を円に換算し表示したものです。 小数点以下は切り捨てとな

るので、１か月の合計単位数で計算した場合、多少の誤差が生じます。 

※市町村の負担軽減や利用者負担金額の制限によっては、負担する金額が変わることがありますの

で、ご了承ください。 

※区分支給限度額を超えてサービスを利用した場合は、超過分が１０割負担となります。 

 

通常規模通所介護費 
７時間以上８時間未満 

費用額 １割負担 ２割負担 ３割負担 

要介護１ 

１日につき 

６,５８０ ６５８ １,３１６ １,９７４ 

要介護２ ７,７７０ ７７７ １,５５４ ２,３３１ 

要介護３ ９,０００ ９００ １,８００ ２,７００ 

要介護４ １０,２３０ １,０２３ ２,０４６ ３,０６９ 

要介護５ １１,４８０ １,１４８  ２,２９６ ３,４４４ 

加減算内容 費用額 １割負担 ２割負担 ３割負担 

入浴介助加算（Ⅰ） ４００ ４０ ８０ １２０ 

個別機能訓練加算Ⅰ（イ） ５６０ ５６ １１２ １６８ 

サービス提供体制強化加算Ⅱ １８０ １８ ３６ ５４ 

サービス提供体制強化加算Ⅲ ６０ ６ １２ １８ 

送迎減算（片道） －４７０ －４７ －９４ －１４１ 

業務継続計画未策定減算 該当の場合に所定単位数の 100 分の１に相当する単位数を減算 

高齢者虐待防止措置未実施減算 該当の場合に所定単位数の 100 分の１に相当する単位数を減算 

要件 キャリアパス要件及び職場環境等要件をすべて満たす事業所 

算定額 
１月につき当該月の介護報酬総単位数を算定 

介護報酬総単位数に対し、所定の加算率を乗じて算定する 

加算率 
介護職員等処遇改善 

加算（Ⅰ） 
介護報酬総単位数 × ９,２％ 

昼食代 １食 ６００円 

おむつ代 
１枚につき１５０円の実費をいただきます。 

ただし、ご持参頂いた際には、料金はかかりません。 

その他 

上記以外の日常生活において通常必要となる経費であって、利用者負担が適当と認められるも

の（利用者の希望によって提供する日常生活上必要な身の回り品など）について、費用の実費

をいただきます。 



【第一号通所事業】                 単位：（円） 

 

【加算】 

【減算】 

 

【介護職員等処遇改善加算】 

 

【介護保険給付対象外サービスの利用料】 

※市町村の負担軽減や利用者負担金額の制限によっては、負担する金額が変わることがありますので、ご了

承ください。 

※区分支給限度額を超えてサービスを利用した場合は、超過分が１０割負担となります。 

 

 

通所型サービス費（１月につき） 費用額 １割負担 ２割負担 ３割負担 

通所型サービス１ 
事業対象者 

１７,９８０ １,７９８ ３,５９６ ５,３９４ 
要支援１ 

通所型サービス２ 
事業対象者 

３６,２１０ ３,６２１ ７,２４２ １０,８６３ 
要支援２ 

加減算内容（１月につき） 費用額 １割負担 ２割負担 ３割負担 

サービス提供体制

強化加算Ⅱ 

事業対象者 
７２０ ７２ １４４ ２１６ 

要支援１ 

事業対象者 
１,４４０ １４４ ２８８ ４３２ 

要支援２ 

加減算内容 費用額 １割負担 ２割負担 ３割負担 

送迎減算（片道） －４７０ －４７ －９４ －１４１ 

高齢者虐待防止

措置未実施 

減算 1 

事業対象者 
－１８０ －１８ －３６ －５４ 

要支援 1 

事業対象者 
－３６０ －３６ －７２ －１０８ 

要支援２ 

業務継続計画未

策定減算 1 

事業対象者 
－１８０ －１８ －３６ －５４ 

要支援１ 

事業対象者 －３６０ －３６ －７２ －１０８ 

要件 
キャリアパス要件及び職場環境等要件をすべて満たす事業

所 

算定額 
１月につき当該月の介護報酬総単位数を算定 

介護報酬総単位数に対し、所定の加算率を乗じて算定する 

加算率 
介護職員等処遇改善

加算（Ⅰ） 
介護報酬総単位数 × ９,２％ 

昼食代 １食 ６００円 

おむつ代 
１枚につき１５０円の実費をいただきます。 

ただし、ご持参頂いた際には、料金はかかりません。 

その他 

上記以外の日常生活において通常必要となる経費であって、利用者負担が適当と認められるも

の（利用者の希望によって提供する日常生活上必要な身の回り品など）について、費用の実費

をいただきます。 



令和    年    月    日 

 
 
事業者は、利用者へのサービス提供開始にあたり、上記のとおり重要事項を説明しました。 

 

 

事 業 者 所 在 地  宮城県栗原市築館字芋埣柿木原１７番地 

事 業 者 名  株 式 会 社 イ ー ク ア ル 

    代表者氏名  代 表 取 締 役  佐 藤  健 太 郎 

説 明 者                                        

 

 

 

私は、事業者より上記の重要事項について説明を受け、同意しました。 

 

 

 

               利 用 者  住 所 

氏 名                          印 
 

署名代行者（又は法定代理人） 

住 所 

本人との続柄 

氏 名                        印 

  


